
１．特別養護老人ホームこぶし荘 （介護老人福祉施設）

介護サー
ビス費Ⅱ

日常生活
継続支援
加算

個別機能
訓練加算
Ⅰ

個別機能
訓練加算
Ⅱ（月額）

看護体制
加算Ⅰ

夜勤職員
配置加算
Ⅰ

科学的介護
推進体制加
算Ⅰ（月額）

第1段階 300 0 30,619

第2段階 573 36 12 20 4 13 40 390 370 44,419

第3段階① 650 370 52,219

第3段階② 1,360 370 73,519

(1,146 ) (72 ) (24 ) (40 ) (8 ) (26 ) (80 ) 1,730 1,030 104,419

<1,719 > <108 > <36 > <60 > <12 > <39 > <120 > 1,730 1,240 110,719

第1段階 300 0 32,916

第2段階 641 36 12 20 4 13 40 390 370 46,716

第3段階① 650 370 54,516

第3段階② 1,360 370 75,816

(1,282 ) (72 ) (24 ) (40 ) (8 ) (26 ) (80 ) 1,730 1,030 106,716

<1,923 > <108 > <36 > <60 > <12 > <39 > <120 > 1,730 1,240 113,016

第1段階 300 0 35,315

第2段階 712 36 12 20 4 13 40 390 370 49,115

第3段階① 650 370 56,915

第3段階② 1,360 370 78,215

(1,424 ) (72 ) (24 ) (40 ) (8 ) (26 ) (80 ) 1,730 1,030 109,115

<2,136 > <108 > <36 > <60 > <12 > <39 > <120 > 1,730 1,240 115,415

第1段階 300 0 37,612

第2段階 780 36 12 20 4 13 40 390 370 51,412

第3段階① 650 370 59,212

第3段階② 1,360 370 80,512

(1,560 ) (72 ) (24 ) (40 ) (8 ) (26 ) (80 ) 1,730 1,030 111,412

<2,340 > <108 > <36 > <60 > <12 > <39 > <120 > 1,730 1,240 117,712

第1段階 300 0 39,875

第2段階 847 36 12 20 4 13 40 390 370 53,675

第3段階① 650 370 61,475

第3段階② 1,360 370 82,775

(1,694 ) (72 ) (24 ) (40 ) (8 ) (26 ) (80 ) 1,730 1,030 113,675

<2,541 > <108 > <36 > <60 > <12 > <39 > <120 > 1,730 1,240 119,975

上記合計の8.3％

※1　　（　　）の金額は利用者負担割合が２割の場合、<　>は３割の場合

※2　　月額の目安は、１割負担・月３０日利用の場合で、その月の日数、実際のご利用状況により異なります

★ その他の利用料金

①

②

③

④

⑤ 安全対策体制加算：　入所日に限り２０円/日　

⑥ 特別な食事及び個人の日用品等：　実費又は個人負担

若年性認知症入所者受入加算：　１２０円/日

初期加算：　３０円/日（入所された日から３０日間を限度）、　　外泊時費用：　２４６円/日（１月に６日以内）

看取り介護加算Ⅰ：　看取り時期により　７２円／日、 １４４円/日、　６８０円/日、　１，２８０円/日

食費
居住費

(上段：既存棟）
（下段：新棟）

月額の
目安

第4段階

第4段階

第4段階

第4段階

第4段階

介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等ベースアップ等支援加算

貴重品管理料：　２，０００円/月、　　テレビ持込料：　１，０００円/月、　　理容料は実費

利用料金表

単位：　円

介　　護　　保　　険

負担
区分

要介
護度

要
介
護
5

要
介
護
4

要
介
護
3

要
介
護
2

要
介
護
1

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 上記合計の2.7％

上記合計の1.6％

令和５年７月以降

社会福祉法人南陽恵和会



２．特別養護老人ホームこぶし荘

（1）短期入所生活介護

介護サー
ビス費Ⅱ

サービス
提供体制
強化加算
（Ⅰ）イ

夜勤職員
配置加算
Ⅰ

機能訓練
指導体制
加算

送迎加算
（往復）

朝食 昼食 夕食

第1段階 0 1,024

第2段階 596 22 13 12 368 370 1,694

第3段階① 370 2,094

第3段階② (1,192 ) (44 ) (26 ) (24 ) (736 ) 370 2,394

第4段階 <1,788 > <66 > <39 > <36 > <1,104 > 520 600 610 1,240 3,694

第1段階 0 1,102

第2段階 665 22 13 12 368 370 1,772

第3段階① 370 2,172

第3段階② (1,330 ) (44 ) (26 ) (24 ) (736 ) 370 2,472

第4段階 <1,995 > <66 > <39 > <36 > <1,104 > 520 600 610 1,240 3,772

第1段階 0 1,183

第2段階 737 22 13 12 368 370 1,853

第3段階① 370 2,253

第3段階② (1,474 ) (44 ) (26 ) (24 ) (736 ) 370 2,553

第4段階 <2,211 > <66 > <39 > <36 > <1,104 > 520 600 610 1,240 3,853

第1段階 0 1,260

第2段階 806 22 13 12 368 370 1,930

第3段階① 370 2,330

第3段階② (1,612 ) (44 ) (26 ) (24 ) (736) 370 2,630

第4段階 <2,418 > <66 > <39 > <36 > <1,104 > 520 600 610 1,240 3,930

第1段階 0 1,337

第2段階 874 22 13 12 368 370 2,007

第3段階① 370 2,407

第3段階② (1,748 ) (44 ) (26 ) (24 ) (736 ) 370 2,707

第4段階 <2,622 > <66 > <39 > <36 > <1,104 > 520 600 610 1,240 4,007

※1　　（　　）の金額は利用者負担割合が２割の場合、<　>は３割の場合

※2　　日額の目安は、１割負担・食事３食、送迎加算を除いた場合で、実際のご利用状況により異なります

介護職員等ベースアップ等支援加算

介　　護　　保　　険

上記合計の8.3％

上記合計の2.7％

上記合計の1.6％

≪負担限度額≫ 1,000

≪負担限度額≫ 300

≪負担限度額≫ 600

≪負担限度額≫ 1,000

≪負担限度額≫ 300

≪負担限度額≫ 1,300

≪負担限度額≫ 1,300

≪負担限度額≫ 1,300

≪負担限度額≫ 1,300

≪負担限度額≫ 600

≪負担限度額≫ 1,000

≪負担限度額≫ 300

≪負担限度額≫ 600

≪負担限度額≫ 1,000

要
介
護
5

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

要
介
護
3

要
介
護
4

介護職員処遇改善加算Ⅰ

要
介
護
1

要
介
護
2

単位：　円

要介
護度

負担
区分

居住費
(上段：既存棟）
（下段：新棟）

日額の
目安

食費

≪負担限度額≫ 300

≪負担限度額≫ 600

≪負担限度額≫ 1,000

≪負担限度額≫ 300

≪負担限度額≫ 600

≪負担限度額≫ 1,300

社会福祉法人南陽恵和会



（2）介護予防短期入所生活介護

介護サー
ビス費Ⅱ

サービス提
供体制強
化加算
（Ⅰ）イ

機能訓練
指導体制
加算

送迎加算
（往復）

朝食 昼食 夕食

第1段階 0 840

第2段階 446 22 12 368 370 1,510

第3段階① (892 ) (44 ) (24 ) (736 ) 370 1,910

第3段階② 370 2,210

第4段階 <1,338 > <66 > <36 > <1,104 > 520 600 610 1,240 3,510

第1段階 0 963

第2段階 555 22 12 368 370 1,633

第3段階① (1,110 ) (44 ) (24 ) (736 ) 370 2,033

第3段階② 370 2,333

第4段階 <1,665 > <66 > <36 > <1,104 > 520 600 610 1,240 3,633

※1　　（　　）の金額は利用者負担割合が２割の場合、<　>は３割の場合

※2　　日額の目安は、１割負担・食事３食、送迎加算を除いた場合で、実際のご利用状況により異なります

★ その他の利用料金

①

②

★ 負担区分

３割負担 ２割負担 １割負担

・合計所得金額が220万円以上であり、
年金収入＋その他合計所得金額＝340万円以上（単身世帯）
年金収入＋その他合計所得金額＝463万円以上（夫婦世帯）
・単身で年金収入のみの場合は344万円以上に相当

・合計所得金額が160万円以上であり、
年金収入＋その他合計所得金額＝280万円以上（単身世帯）
年金収入＋その他合計所得金額＝346万円以上（夫婦世帯）
・単身で年金収入のみの場合は280万円以上に相当

左記以外の方

介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

理容料、個人の日用品等：　実費又は個人負担

複写物の交付：　1枚10円

上記合計の2.7％

介護職員等ベースアップ等支援加算 上記合計の1.6％

上記合計の8.3％

要
支
援
1

≪負担限度額≫ 300

≪負担限度額≫ 600

≪負担限度額≫ 1,000

≪負担限度額≫ 1,300

要
支
援
2

≪負担限度額≫ 300

≪負担限度額≫ 600

≪負担限度額≫ 1,000

≪負担限度額≫ 1,300

単位：　円

要介
護度

負担
区分

介　　護　　保　　険 食費

居住費
(上段：既存棟）
（下段：新棟）

日額の
目安

預貯金等 預貯金等 預貯金等 預貯金等
－

単身650万、夫婦1,650万 単身650万、夫婦1,650万 単身550万、夫婦1,550万 単身500万、夫婦1,500万

第１段階 第２段階 第4段階

●老齢福祉年金受給者で、世

帯全員が住民税非課税の方

●世帯全員が住民税非課税

で、本人の公的年金収入額と

合計所得額の合計が８０万円

以下の方

●住民税課税世帯

●生活保護の受給者等

●世帯全員が住民税非課税

で、本人の公的年金収入額と

合計所得額の合計が８０万円を

超え120万以下の方

第３段階① 第３段階②

●世帯全員が住民税非課税

で、本人の公的年金収入額と

合計所得額の合計が120万円

を超える方

社会福祉法人南陽恵和会



３．こぶし荘デイサービスセンター

（1）地域密着型通所介護
単位：　円

介護サービス
費イ（4）

サービス提供
体制強化加
算（Ⅰ）イ

入浴介助加
算（Ⅰ）

介護職員処
遇改善加算
Ⅰ

介護職員等
特定処遇改
善加算Ⅰ

介護職員等
ベースアップ
等支援加算

要介護１ 676 22 40 1,449

要介護２ 798 22 40 1,581

要介護３ 922 22 40 5.90% 1.20% 1.10% 650 1,715

要介護４ 1,045 22 40 1,848

要介護５ 1,168 22 40 1,981

（2）通所型サービス（時間短縮型）　[サービス提供時間：　9：30～13：50]

介護サービス
費イ（4）

サービス提供
体制強化加
算（Ⅰ）イ

介護職員処
遇改善加算
Ⅰ

介護職員等
特定処遇改
善加算Ⅰ

介護職員等
ベースアップ等
支援加算

要支援１ 1,338 88 1,544

要支援２ 2,742 176 3,160

※　日額の目安は、１割負担の場合で、実際のご利用状況により異なります

要介護度

要介護度 月額の目安
食費

（おやつ代を含む）

5.90% 1.2% 650

食費
（おやつ代を含

む）
日額の目安

介護保険

介護保険

1.2%

社会福祉法人南陽恵和会



４．こぶし荘認知症高齢者グループホームこぶしの家

（1）認知症対応型共同生活介護
単位：　円

月額

食費 管理費

介護サー
ビス費Ⅰ

サービス
提供体制
強化加算
（Ⅰ）イ

医療連携
加算

認知症専
門ケア加

算Ⅰ

口腔衛生
管理体制

加算

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員
等特定処
遇改善加

算Ⅰ

介護職員
等ベース
アップ等
支援加算

食費
（おやつ代を

含む）

居住費
光熱水費

要介護１ 764 22 39 3 130,874

要介護２ 800 22 39 3 45,900 132,132

要介護３ 823 22 39 3 月額 30 11.1% 3.1% 2.3% 1,050 132,936

要介護４ 840 22 39 3 24,500 133,530

要介護５ 858 22 39 3 134,159

（2）介護予防認知症対応型共同生活介護

月額

食費 管理費

介護サー
ビス費Ⅰ

サービス
提供体制
強化加算
（Ⅰ）イ

認知症専
門ケア加

算Ⅰ

口腔衛生
管理体制
加算

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員
等特定処
遇改善加

算Ⅰ

介護職員
等ベース
アップ等
支援加算

食費
（おやつ代を

含む）

居住費
光熱水費

45,900

24,500

※　月額の目安は、１割負担・月３０日利用の場合で、その月の日数、実際のご利用状況により異なります

★ その他の利用料金

⑥　生活保護法による要援護者の居住費は、月額３５，０００円です

月額 30 3.1% 1,0503 11.1%

①　貴重品管理料：　２，０００円/月、　　テレビ持込料：　１，０００円/月、　　理容料は実費

②　初期加算：　３０円/日（入所された日から３０日間を限度）

③　若年性認知症利用者受入加算：　１２０円/日

④　看取り介護加算：　看取りの時期により　７２円/日、  １４４円/日、　６８０円/日、　１，２８０円/日

⑤　月途中の入退所に係る管理費は、当該月の日数で日割り計算します

2.3%

日　　額

月額の
目安

要介護度

要介護度

日　　額

月額の
目安

介護保険

介護保険

129,371要支援２ 760 22

社会福祉法人南陽恵和会


